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【都市基盤整備 ・ 危機管理対策特別委員会】
　　５月22日（金）　第２委員会室　13時30分から
【地域活性化 ・ 生活環境向上特別委員会】
　　５月25日（月）　第２委員会室　13時30分から
【保健医療 ・ 子ども家庭支援等福祉対策特別委員会】
　　５月22日（金）　第３委員会室　13時30分から
【未来創造 ・ 教育力向上特別委員会】
　　５月26日（火）　第２委員会室　13時30分から

後期高齢者医療制度の令和８年8月以降の
マイナ保険証・資格確認書
令和８年８月から

資格確認書の交付要件が変わります

得知つ 情報特別委員会が開催されます

　　 
　川口市立小中学校在り方審議会は、 市が設置する小学校及び中学校の教育環境
を整備し、 充実した学校教育の実現を図るための諮問機関として設置されました。
　小中学校適正規模 ・ 適正配置についてなど６回の審議会が開催されました。今年
度の審議会開催は以下の日程で実施されます。 ぜひ傍聴にお出かけください。

　　　　【第７回】令和８年５月27日（水）13時30分～15時　
　　　　　　　　　市役所第二本庁舎６階　2601会議室

　　　　【第８回】（予定）令和８年８月６日（木）13時30分～15時　
　　　　　　　　　市役所第二本庁舎６階　2601会議室

　　　　【第９回】（予定）令和８年９月30日（水）13時30分～15時　
　　　　　　　　　市役所第二本庁舎６階　2601会議室

　　　　【第10回】（予定）令和８年11月25日（水）13時30分～15時
　　　　　　　　　市役所第二本庁舎６階　2601会議室

傍聴を希望する方は、市役所第一庁舎　７階　議会事務局まで

川口市立小中学校在り方審議会の今年度の開催スケジュール

【変更の内容について】
　令和８年８月１日時点85歳以上の方については、 すべての方に 「資格確認書」が
送付されます。 85歳以下の方についてはマイナ保険証の保有状況に応じ、 「資格確
認書」 または 「資格情報のお知らせ」 が今後発送されます。

●マイナ保険証の登録をしている方
　84歳以下の方／資格情報のお知らせのみ（「資格確認書」は送付されません）
※マイナ保険証の登録をしている方で 「資格確認書」 の交付を希望する方は、 市町
　村の後期高齢者医療担当窓口にて 「資格確認書の交付申請」 を行うことで交付が
　可能となり、 令和９年８月以降も 「資格確認書」 を送付されます。
　85歳以上の方／暫定措置により 「資格確認書」 が送付されます。

●マイナ保険証の登録の無い方
　84歳以下の方／暫定措置により 「資格確認書」 が送付されます。
　85歳以上の方／暫定措置により 「資格確認書」 が送付されます。
※暫定措置による 「資格確認書」 の交付は 「資格確認書の交付申請」 を行わなくて
　も、 前年と同様に 「資格確認書」 が交付されます。

　現在、 後期高齢者医療制度に加入されているすべての方に対応し、 国の方針で
は、 令和８年７月末までの間、 マイナ保険証の有無に関わらず 「資格確認書」 が交
付されましたが、 令和８年８月以降の対応方針を変更します。
　日本共産党川口市議団は、 すべての加入者に 「資格確認書」 を送付することやマ
イナ保険証の登録解除について広く周知すること、 マイナ保険証への一本化による
紙の保険証の廃止撤回を国に求めるよう行政に求めています。
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　５月３日の憲法記念日は川口
駅前で日本共産党川口市議団と
塩川鉄也衆院議員、 梅村さえこ
元衆院議員、 山﨑すなお県議が
日本国憲法を生かす思いを訴えました。 その後、 有明防災公園の憲法集会に金子ゆき
ひろ市議と、 板橋ひろみ市議とふじしまともこ市議が参加しました。 

　主催者発表によると今回の憲法集会を成功させるために行ったクラウドファンディン
グで、 当初目標を超える1,158万円もの寄付が集まったそうです。 多くの人が平和憲法
の重要さと日本が戦争する国になる恐れを抱いていることが伝わります。 

　会場では色とりどりの旗がたなびき、 今まではなかったような架空団体名称のユーモ
アあふれる幟旗も集まっていました。 初参加と思われる若い人も多く来ており、 全体の
参加者は昨年を大きく上回る５万人となりました。
　リレートークでは海渡双葉弁護士が来年提出される可能性の高い、 スパイ防止法に
ついて解説し 「憲法護れ、 戦争には反対だ」 と発言すると敵を利するということでスパ
イだとされてしまうようになると。 明らかに戦争準備の法であると。 反対を皆で一緒に
やっていきたいと訴えられました。 今年がんばる事が
本当に大事なのだと意識させられました。

　５月１日、 第97回川口地区メーデーが開催されました。 雨が強く降る中、デモ行進
は中止となりましたが、 集会が開催され、179人もの参加で成功しました。 山﨑すなお
県議、 市議団から金子幸弘、 松本幸恵、 板橋博美、 ふじしまともこが参加しました。
　そもそも日本では1920年に東京でメーデー集会がおこなわれ、 埼玉県では1928
年に第１回メーデー集会が開催、 川口市では舟戸ケ原で1,000人が参加して 「８時
間労働制の実施を」 「最低賃金の制定を」 などの要
求が掲げられました。 今となっては闘いのもと、 当
然のこととなっていますが、 当時はこうした要求に
対して警察官300人が動員されたと記録にありま
す。 政府が一体だれの利益を守るためにあるのか
を鋭く問う出来事です。
　戦後は1946年５月１日に川口駅前広場に200
団体10,000人が集結。 「民主的平和日本の建設を」 

「戦争犯罪人を根こそぎ追放」 「食糧の人民管理を」 

「働けるだけ食わせろ」などの要求が掲げられ、 その
うち3,600人がデモ行進。 舟戸ケ原から寿町、 飯塚
町をとおり、 国道17号線を通って浦和の埼玉中央メーデー集会に合流。 26,000人の
参加者の前で川口地区婦人代表が 「全労働者、 大衆解放のために資本家の圧迫と闘
おう！」 と呼び掛けたことが記録に残っています。 まさに闘いがリレーのバトンのように
現在まで受け継がれています。

つながろう！
      憲法いかして
平和な世界を

  憲・法・集・会

雨の中、179人の参加で
川口地区メーデー集会開催


